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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第65回

今
回
は
、「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）」
に
つ
い
て

取
り
上
げ
ま
す
。
な
ん
と
な
く
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
も

の
の
、
実
際
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
が
、じ
つ
は
経
営
者・労
働
者
双
方
に
と
っ

て
か
か
わ
り
の
深
い
組
織
で
す
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
は
そ
も
そ
も
な
に
か

Ｉ
Ｌ
Ｏ
はInternational Labour O

rganizati
‑on

の
略
称
で
、
日
本
語
訳
で
は
「
国
際
労
働
機
関
」

と
い
い
ま
す
。
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
６
月
に
設
立

さ
れ
た
国
際
連
合
の
専
門
機
関
※１
で
、
創
設
１
０
０
年

以
上
の
長
い
歴
史
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
本
部
は
ス
イ
ス

に
あ
り
、
現
在
１
８
７
カ
国
が
加
盟
し
て
い
ま
す
。
日

本
は
設
立
当
初
か
ら
の
加
盟
国
で
す
（
１
９
４
０
〈
昭

和
15
〉年
に
脱
退
し
、１
９
５
１
年
に
再
加
盟
）。
ま
た
、

日
本
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
通
常
予
算
に
対
す
る
第
３
位
拠
出
国

で
米
国
・
中
国
に
次
ぐ
位
置
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
日
本
の
か
か
わ

り
は
深
い
こ
と
を
押
さ
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

で
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
は
そ
も
そ
も
何
を
す
る
組
織
な
の

か
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
国
際
連
合
広
報
セ

ン
タ
ー
の
サ
イ
ト
に
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
は
「
世
界
中
の
す

べ
て
の
人
が
、
自
由
、
公
平
、
安
全
、
人
間
と
し
て
の

尊
厳
が
確
保
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
、デ
ィ
ー
セ
ン
ト・

ワ
ー
ク
（
働
き
が
い
の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
）
の
機

会
を
促
進
す
る
こ
と
」
を
使
命
と
し
た
機
関
と
あ
り
ま

す
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
に
よ
る
と
、
幅
広
い
労
働
の

問
題
に
全
力
で
取
り
組
む
国
際
機
関
で
あ
り
、
次
の
主

要
な
四
つ
の
戦
略
目
標
を
数
々
の
手
段
を
用
い
て
実
現

し
て
い
く
と
あ
り
ま
す
。

•�

仕
事
の
創
出
…
必
要
な
技
能
を
身
に
つ
け
、
働
い
て

生
計
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
や
企
業
が
仕
事
を

つ
く
り
出
す
こ
と
を
支
援
。

•�

社
会
的
保
護
の
拡
充
…
安
全
で
健
康
的
に
働
け
る
職

場
を
確
保
し
、
生
産
性
も
向
上
す
る
よ
う
な
環
境
の

整
備
。
社
会
保
障
の
充
実
。

•�

社
会
対
話
の
推
進
…
職
場
で
の
問
題
や
紛
争
を
平
和

的
に
解
決
で
き
る
よ
う
に
、
政
・
労
・
使
の
話
し
合

い
の
促
進
。

•�

仕
事
に
お
け
る
権
利
の
保
障
…
不
利
な
立
場
に
置
か

れ
て
働
く
人
々
を
な
く
す
た
め
、
労
働
者
の
権
利
の

保
障
、
尊
重
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
特
徴
的
な
の
は
、
社
会
対
話
の
推
進
の
と

こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
、
政
府
（
政
）・
労
働
者
（
労
）・

使
用
者
（
使
）
が
対
等
に
参
加
す
る
「
三
者
構
成
」
で

運
営
さ
れ
て
い
る
点
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国

際
機
関
の
な
か
で
も
唯
一
の
運
営
体
制
と
い
わ
れ
て
お

り
、
労
働
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
も
っ
と

も
切
実
な
利
害
関
係
者
で
あ
る
労
働
者
と
使
用
者
の
参

画
が
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
※２
。

※１　�国連の専門機関とは、経済・社会・文化・教育・保健その他の分野で国際協力を推進するために設立された国際機関。よく知られている機関では、WHO（世
界保健機関）、UNESCO（国際連合教育科学文化機関）がある

※２　日本労働組合総連合会（連合）ホームページ「労働法制の決定プロセスと三者構成原則」より。https://www.jtuc-rengo.or.jp/rengo_online/2023/07/20/1563/

「ILO（国際労働機関）」
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
私
た
ち
と
の
か
か
わ
り

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
関
す
る
概
要
を
押
さ
え
た
と
こ
ろ
で
、
実

際
に
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
を

み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

も
っ
と
も
か
か
わ
り
の
大
き
い
も
の
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

使
命
や
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
国
際
的
な
労
働
基
準

の
設
定
が
あ
り
ま
す
。
設
定
の
対
象
は
、
強
制
労
働
の

禁
止
、
雇
用
・
職
業
の
差
別
待
遇
の
排
除
な
ど
の
基
本

的
人
権
に
関
連
す
る
も
の
か
ら
、
労
働
条
件
、
労
働
安

全
衛
生
、
社
会
保
障
な
ど
、
労
働
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
及
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
基
準
に
実
効
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
「
条

約
」
と
「
勧
告
」
と
い
う
手
段
を
用
い
て
い
ま
す
。
条

約
は
、
２
カ
国
以
上
の
加
盟
国
が
批ひ

准じ
ゅ
ん

す
る
こ
と
で
国

際
的
に
発
効
し
、
批
准
国
は
条
約
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
執
る
と
い
う
国
際
的
な
義
務
を
負
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
勧
告
は
加
盟
国
の
事
情
が

相
当
に
異
な
る
こ
と
に
配
慮
し
、
各
国
に
適
し
た
方
法

で
適
用
で
き
る
指
針
と
な
る
も
の
で
す
。
条
約
に
は
拘

束
力
が
あ
る
が
、
勧
告
に
は
な
い
と
い
う
関
係
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
現
在
の
条
約
数
は
全
体
で
１
９
１
（
う

ち
撤
回
・
廃
止
11
、
棚
上
げ
19
）、
勧
告
数
２
０
８
（
う

ち
撤
回
36
、
置
き
換
え
22
）
と
い
う
状
況
で
す
※３
。

日
本
の
批
准
条
約
数
は
50
で
す
。
詳
細
な
内
容
と
批

准
・
未
批
准
の
情
報
に
関
心
の
あ
る
方
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
『
国
際
労
働
基
準　
Ｉ
Ｌ

Ｏ
条
約
・
勧
告
の
手
引
き
２
０
２
５
年
版
』（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐

日
事
務
所 

編
集
・
発
行
）※ 4
を
ご
参
照
い
た
だ
き
、
本

稿
で
は
、中
核
的
労
働
基
準
に
絞
っ
て
み
て
い
き
ま
す
。

中
核
的
労
働
基
準
と
は
、
労
働
に
関
す
る
最
低
限
の

基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
５
分
野
・
10
条
約
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
表
）。
こ
の
う
ち
８
条
約
は
批

准
さ
れ
て
い
て
、「
雇
用
及
び
職
業
に
つ
い
て
の
差
別

待
遇
に
関
す
る
条
約
（
１
１
１
号
）」
と
「
職
業
上
の
安

全
及
び
健
康
に
関
す
る
条
約
（
１
５
５
号
）」
は
未
批

准
の
状
態
で
す
。
条
約
を
批
准
す
る
と
必
要
措
置
を
執

る
義
務
が
発
生
し
ま
す
の
で
、
具
体
的
に
労
働
法
制
に

反
映
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
反
映
に
あ

た
っ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮し

問も
ん

機
関
で
あ
る
労
働

政
策
審
議
会（
労ろ

う

政せ
い

審し
ん

）※ 5
で
審
議
に
か
け
ら
れ
た
の
ち
、

国
会
で
審
議
さ
れ
法
案
成
立
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
執
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

当
然
な
が
ら
法
と
し
て
整
備
さ
れ
た
後
は
企
業
・
労

働
者
と
も
に
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

活
動
は
私
た
ち
の
賃
金
や
働
き
方
に
大
き
く
か
か
わ
っ

て
く
る
と
い
え
ま
す
。
例
え
ば
、
現
在
の
労
働
時
間
の

基
本
で
あ
る
１
日
８
時
間
、
週
40
時
間
の
基
準
は
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
の
条
約
や
勧
告
に
沿
っ
た
も
の
で
す
※ 6
。
今
後
の

動
き
と
し
て
は
、
先
述
の
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
に

関
す
る
条
約
（
１
５
５
号
）
に
つ
い
て
条
約
締
結
に
向

け
た
手
続
き
を
進
め
て
い
く
予
定
で
、
国
内
の
労
働
安

全
衛
生
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
ま
す
。

＊　
＊　
＊

次
回
は「
過
重
労
働
対
策
」に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

※３　�I LO駐日事務所のサイト「数字で見る国際労働基準（2023年８月時点）」https://www.ilo.org/ja/reqions-and-countries/国際労働基準（基準設
定と監視機構）

※４　I LO駐日事務所のサイト https://www.ilo.org/ja/publications/ 国際労働基準：ilo 条約・勧告の手引き 2025 年版
※５　労働政策審議会についても、公（公益代表委員）・労（労働者代表委員）・使（使用者代表委員）の三者構成で議論が行われている
※６　第１号条約に定められた内容だが、日本は直接の批准は行っていない

出典：�日本労働組合総連合会ホームページ（中核的労働基準とILO）�
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kokusai/ilo/

図表　中核的労働基準　５分野・10条約

結社の自由・
団体交渉権の承認

結社の自由及び団結権の保護に関する条約（87号）
団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約（98号）

強制労働の禁止 強制労働に関する条約（29号）
強制労働の廃止に関する条約（105 号）

児童労働の禁止
就業の最低年齢に関する条約（138 号）
最悪の形態の児童労働の禁止及び廃絶のための即時行動に関する条約
（182 号）

差別の撤廃
同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約
（100 号）
雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（111号）

安全で健康な労働条件 職業上の安全及び健康に関する条約（155 号）
職業上の安全及び健康促進枠組条約（187 号）
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